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キャップ＆トレード制度における再生可能エネルギーの位置付け 
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●本制度は、都内CO2排出量の削減を目指し、オフィスビル等のエネルギー需要側にCO2排出削減を義務付け
る制度 

●省エネ推進に加え、「再生可能エネルギー」の利用拡大を促進する観点から、制度導入当初より、再エネ利用
によるCO2削減効果を削減義務の履行に活用できる仕組みとしている。 

総量削減義務の履行手段 

１ 自らで削減 

○ 高効率なエネルギー消費設備・機器への更新や運用対策の推進など（「燃料・熱・電気の使用量」を削減する対策） 

２ 排出量取引 

３ バンキング 

事業所の「低炭素電力・熱の供給事業者」選択行動を促すため、事業所が選択した電力・熱の供給事業者の排出係数の違
いを、一定の範囲で事業所の排出量算定に反映させることができる仕組み 

○ 「低炭素電力・熱の選択の仕組み」 

○ 超過削減量 

他の削減義務対象事業所が、削減義務量を超えて削減した量 

○ 都内中小クレジット（都内削減量） 

都内中小規模事業所の省エネ対策による削減量 

○ 再エネクレジット（環境価値換算量・その他削減量） 

再生可能エネルギーの環境価値 

○ 都外クレジット（都外削減量） 

都外大規模事業所の省エネ対策による削減量 

○ 埼玉連携クレジット（その他削減量） 

埼玉県目標設定型排出量取引制度により創出された埼玉県の超過削減量及び県内中小クレジット 

当該期間の超過削減量やクレジットを、翌計画期間の削減義務に利用することができる。 再エネ関連 

キャップ＆トレード制度における再エネの扱い 
＜ 第4回検討会より再掲 ＞ 



0.489 ー 購入電気事業者の排出係数  

低炭素電力の選択の仕組み 【現行】 

2 

●本制度では、対象事業所の省エネ努力を評価するため、供給側の電気等のCO2排出係数の悪化（改善）の影響を受けないよ
う、排出係数は計画期間中固定にして排出量を算定 

●対象事業所の「低炭素電力」の選択行動を促すため、第二期から（2015年度～）本仕組みを導入 

●本仕組みを活用することで、対象事業所が調達した電気のCO2排出係数の低さを、削減量として一定の範囲で事業所の排出
量から減ずることができる 

【 低炭素電力選択による削減量 】 ＝ 購入電力量 ×  

 ◆「低炭素電力の選択の仕組み」（概要） 

 ◆「削減量」の算定式 

× 1/2 
0.489 
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低い排出係数ほど、メリットを高める 

利用上限 

電気事業者  

申請 

認定・公表 

東京都 

低炭素電力 

【排出係数要件（①と②を同時に満たす）】 

① CO2排出係数
※が 0.4t-CO2/千kWh以下、かつ 

② 再生可能エネルギーの導入率 20%以上、 

    又は、低炭素火力（天然ｶﾞｽｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ等）導入率 40%以上 

※基礎排出係数 

Ｃ＆Ｔ対象事業所 

電力供給 

選択・購入 

【排出係数差による削減】 

『削減量』として算定し、 

     事業所の排出量から「減」 

・基礎排出係数：実際の電源構成に基づく排出係数 
（電気事業者が供給した電気の発電に伴い、排出されたCO2量を供給した電力量で除したもの） 
 



電気事業者  

申請 

認定・公表 
東京都 

低炭素電力 

【排出係数要件】 
○ CO2排出係数

※2が 0.37t-CO2/千kWh※3以下 
                  ※2 基礎排出係数及び調整後排出係数のどちらか低い方 

                  ※3 国の2030年におけるエネミックスから算出される水準 

Ｃ＆Ｔ対象事業所 

電力供給 

選択・購入 

【排出係数差による削減】 

『削減量』として算定し、 

     事業所の排出量から「減」 

電気事業を取り巻く需給両面の変化を踏まえ、「低炭素電力（再エネ電力）をより活用しやすい仕組み」へ拡充 

拡充①：環境価値利用（非化石価値証書※1等）による供給電力の排出係数の低減効果を反映 
拡充②：電力選択の多様化への対応として、電気事業者別の単一評価に加え、電力メニューを評価の対象に追加 

追加削減：再エネに重視した電力選択を促すため、これまでの削減量算定に加え、再エネ割合に応じて追加的に削減量を付与 

※1 非化石証書は再エネ指定に限定。今後、証書に関して、電源種別等の情報が証明できるようになった際は、国の議論等を踏まえ検討 

低炭素電力の選択の仕組み 【拡充案】 
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 ◆「低炭素電力の選択の仕組み」（概要①）〔電気事業者別の単一評価の場合〕 

 ◆「削減量」の算定式 

以下の観点より、削減量の算定式については、別途整理を行う 

   ①削減量の拡充 

   ②低炭素電力調達による削減効果の分かりやすさ 

【再エネ電源割合による削減】 

再エネ割合に応じて、追加で

『削減量』を加算 

【再エネ電源割合要件】 

○ 排出係数要件を満たし、再エネ電源（FIT含む）※4割合30%以上 

＋ ＋ 

・調整後排出係数：基礎排出係数にFIT制度に伴う環境価値等の調整 
             及び非化石価値証書等の環境価値利用を反映した排出係数 

※4 電源種別等の電源情報が確認できるものに限る  



電気事業者が提供する電力メニュー  

申請 

認定・公表 

東京都 

低炭素電力 

【電力メニューにおける排出係数要件】 
○ CO2排出係数

※1が 0.37t-CO2/千kWh※2以下 
                  ※1 基礎排出係数及び調整後排出係数のどちらか低い方 

                  ※2 国の2030年におけるエネミックスから算出される水準 

Ｃ＆Ｔ対象事業所 

電力供給 

選択・購入 

【排出係数差による削減】 

『削減量』として算定し、 

     事業所の排出量から「減」 

低炭素電力の選択の仕組み 【拡充案】 
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 ◆「低炭素電力の選択の仕組み」（概要②）〔電力メニュー評価の場合〕 

 ◆「削減量」の算定式 

【再エネ電源割合による削減】 

再エネ割合に応じて、追加で

『削減量』を加算 

【電力メニューにおける再エネ電源割合要件】 

○ 排出係数要件を満たし、再エネ電源（FIT含む）※3割合30%以上 

＋ ＋ 

・電気事業者別の単一評価の場合と同様 

前提条件：①電気事業者別の単一評価における、排出係数の要件を満たすこと 
前提条件：②電気事業者別の単一評価による認定を受けないこと（重複評価・認定の回避） 

※3 電源種別等の電源情報が確認できるものに限る  



低炭素電力の選択の仕組み 【イメージ】 
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●基礎排出係数：0.32 

●再エネ電源割合：30% 

C&T 

対象事業所 

 電気事業者 Ａ 

認定電気事業者 

都が認定事業者・メニューを公表（排出係数・再エネ電源割合） 

●調整後排出係数：0.31 

●再エネ電源割合：0% 

 電気事業者 Ｂ 

●基礎排出係数：0.00 

●再エネ電源割合：100% 

 電気事業者 Ｃ（電力メニュー） 

●調整後排出係数：0.00 

●再エネ電源割合：0% 

 電気事業者 Ｄ（電力メニュー） 

低炭素電力 
の 
選択 

＋ 

削減量 

再エネ割合による 

追加削減 

○ 

＋ 

＋ 

＋ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

× 

× 

●削減量の算定式については、別途整理 

卸取引所等 

60% 

LNG火力 

40% 

＋ 
非化石 

証書等 

30% 

※ 

排出係数差による 

削減 
非FIT 

10% FIT 

20% 

卸取引所等 

40% 

LNG火力 

30% 

※再エネ指定に限る 

他電源種 

70% 

非FIT 

10% 

FIT 

20% 

電力メニュー範囲 

※1 

他電源種 

70% ＋ 
電力メニュー範囲 

非化石 

証書等 

30% 

※ 

※再エネ指定に限る 

卸取引所等 

30% 

0.37以下 

0.37以下 

は非公表 



低炭素電力の選択の仕組み 【メニュー公表している電気事業者（参考）】 
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 【参考】メニュー別排出係数を公表している電気事業者（環境省資料より） 

出所：環境省「平成30年度環境配慮契約法基本方針検討会 電力専門委員会（第１回）」資料より 

なお、都では現在、都内に供給している電気事業者に対して、「エネルギー環境計画書制度」により、各電気事業者の基礎排出
係数及び調整後排出係数、再エネ電源割合等を公表している 
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「低炭素電力選択の仕組み」の要件を満たす電気事業者の供給規模 

（ 2016年度実績ベース※による試算 ） 

150 

（35者の全国供給規模） 

（96.9    ） 億kWh/年 
排出係数：0.37 
新要件 該当電気事業者 35者の都内供給規模 

13.8 t-CO2/千kWh以下 者 

35 
億kWh/年 

●今後、都内に供給する電気事業者の増加（2018年7月末時点で約200者までに増）、環境価
値利用に伴い、低炭素電力として都内供給される規模は拡大していくものと想定される。 

低炭素電力選択の仕組み 【供給ポテンシャル（参考）】 

※環境価値利用の反映なし 

拡充案として対象に加える環境価値の創出規模（ 非化石価値証書の場合 ） 

億kWh 530 

非化石価値証書量 非化石価値取引市場の 
初回オークション（2018年5月）にて 
市場投入された非化石証書量 



（例）年間排出量 10,000 t-CO2 

電気 

6,846 

熱 

3,154 

     電気使用量 14,000 千kWh（電熱比7:3） 

本制度において再エネクレジットを認めるもの 

Ⅰ 太陽光（熱※1）、風力、地熱、水力（1,000kW以下） 

Ⅱ バイオマス※2 

再エネクレジット（環境価値換算量・その他削減量） 
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 ◆「再エネクレジット」（概要） 

※1 都の認定を受けた設備から発電（熱）されたもの 
※2 他制度で認証された環境価値 

●本制度では、自らの省エネ対策で排出量を削減することに加え、排出量取引を利用して義務履行が可能 

●再エネ利用拡大を目的に、取引可能なクレジットとして「再エネクレジット」を位置付け 

売り手 

取引 

①『環境価値換算量』※1 

②『その他削減量』※2 

 ・グリーン電力証書、RPS新エネ電気相当量 

買い手 

量の制限はなく、 

必要な量を、 

削減義務に利用することが可能 

※1 現在は、グリーン熱証書のみを対象 
※2 バイオマス比率が95%以上のものに限る。黒液を除く。 

1.5倍換算 

発行される再エネクレジットの量（第２計画期間） 

認証電力量（kWh）× 0.489（t-CO2/千kWh）× 

認証電力量（kWh）× 0.489（t-CO2/千kWh） 

 ◆「削減量」の算定 

（例）太陽光による発電量1,000千kWh相当の再エネクレジットを調達する場合 

－ 
再エネクレジットによる削減量 t-CO2 

⇒ 1.0倍換算 

244 

合計 733 

9,267 

削減量 

733 

事業所排出量 t-CO2  

489 + 
0.5倍換算 

 ＜ 今後の方向性 ＞ 

制度導入以降の再エネの動向等を

踏まえ、再エネクレジットの扱いを再検

討する必要があるか 

〔例〕 

・電源種毎の削減量の換算率 

・取扱う電源種等の整理 etc. 



（例）年間排出量 10,000 t-CO2 

再エネクレジット（自家消費） 
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●再エネ発電等を自家消費した場合にも、再エネクレジットと同様に、削減効果を排出量に反映できる仕組みとしている。 

 ◆「削減量」の算定 
 （太陽光による発電量1,000千kwhを自家消費した場合） 

自家消費した太陽光の発電量については 

 ①排出量算定から除外もしくは 

 ②再エネクレジット化することが可能 
⇒ 

太陽光（自家消費分）
 

電気 

6,846 

熱 

3,154 

     電気使用量 14,000 千kWh（電熱比7:3） 

2020年度以降以降、都内における再エネ利用拡大を図るため、再エネ自家消費の削減効果の算定を見直す必要があるか 

 ＜ 今後の方向性 ＞ 

・都内での再エネ利用拡大を図るため、2020年度以降も、対象事業所における再エネ自家消費によるCO2削減効果を義務履行手段に 
活用できる仕組みとしていく 
・現行の再エネ自家消費による削減量の算定方法（削減量の換算率：1.5倍）は、「第一に省エネによるCO2削減」としていた制度導
入時の考え方を踏まえて設定したものであり、算定される削減量の基準排出量に占める割合は、各事業所の平均で0.2％程度（太陽
光発電設備を自家消費している場合） 

1.0倍換算 

244 489 + 
0.5倍換算 

削減効果 733 t-CO2 

1.5倍換算 


